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令和８年度木津川市水道事業会計予算 

 

（総 則） 

第１条 令和８年度木津川市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）給 水 戸 数       ３３，７００戸 

 （２）年間総配水量    ８，４５９，０００㎥ 

 （３）１日平均配水量       ２３，１７５㎥ 

 （４）主要な建設改良事業 

    ① 水道管路及び設備更新事業 

    ② 山城浄水場更新事業 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収     入 

 第１款 水道事業収益        ２，１９９，２２３千円 

  第１項 営 業 収 益       １，４８７，３１７千円 

  第２項 営業外収益         ７１１，９０５千円 

  第３項 特 別 利 益               １千円 

 

支     出 

 第１款 水道事業費用        ２，１５４，８４９千円 

  第１項 営 業 費 用       ２，１３２，２８８千円 

  第２項 営業外費用          １９，０６１千円 

  第３項 特 別 損 失             ５００千円 

  第４項 予 備 費           ３，０００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額（翌年

度以降の支出の財源に充当する額２４，０００千円を除く）が資本的支出額に対し不

足する額１，３８５，４６８千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額１７８，０３０千円、過年度分損益勘定留保資金９０７，４３８千円及び繰越工事

資金３００，０００千円で補てんするものとする。） 
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収     入 

 第１款 資本的収入         １，２５４，６６７千円 

  第１項 諸 分 担 金          ２７，９７４千円 

  第２項 工事負担金           ８，２１５千円 

  第３項 企 業 債          ２４，０００千円 

  第４項 他会計出資金         ５８９，７０２千円 

  第５項 他会計補助金             ８００千円 

  第６項 国庫補助金           ３，９７６千円 

  第７項 基金繰入金         ６００，０００千円 

 

支     出 

 第１款 資本的支出         ２，６１６，１３５千円 

  第１項 建設改良費       ２，５２３，１０２千円 

  第２項 企業債償還金          ９０，０３３千円 

  第３項 予 備 費           ３，０００千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定 

める。 

 

事  項 期 間 限度額 

水道施設照明ＬＥＤ化整備事業 
令和８年度から 

令和１９年度まで 
49,350千円 

加茂地区水道施設機器更新第３期

工事 

令和８年度から 

令和１０年度まで 
446,306千円 

給水車購入 
令和８年度から 

令和９年度まで 
25,000千円 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定 

 める。 

 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

原浄水設備改

良事業 

千円 

14,600 

 

 

証書借入 

 

又は 

 

証券発行 

 

 

年 4.0％以

内（ただし、

利率見直し方

式で借り入れ

る資金につい

て、利率の見

直しを行った

後 に お い て

は、当該見直

し後の利率） 

 政府資金につい

ては、その融資条件

により、銀行その他

の場合にはその債

権者と協定すると

ころによる。 

 ただし、企業財政

の都合により据置

期間及び償還期限

を短縮し、又は、繰

上償還若しくは低

利に借換すること

ができる。 

 

配水及び給水

設備改良事業 

 

9,400 

計 24,000  ―   ―     ― 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

 （１） 水道事業費用 営業費用と営業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 

 （１） 職員給与費           ２１０，３１４千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

８９０千円である。 
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（たな卸資産の購入限度額） 

第１０条  たな卸資産の購入限度額は、７，０００千円と定める。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

                      木津川市長  谷口 雄一 



 

 

 

令和８年度  

 

 

 

 

水道事業会計  

予算に関する説明書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
京都府木津川市  

 













（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー：

当年度純利益（△は当年度純損失） △ 106,391

減価償却費 813,497

固定資産除却費 141,035

引当金の増減額（△は減少） △ 234

長期前受金戻入額 △ 510,176

受取利息及び受取配当金 △ 1

支払利息 20,286

未収金の増減額（△は増加） △ 19,751

たな卸資産の増減額（△は増加） 300

前払金の増減額（△は増額） 445,190

未払金の増減額（△は減少） 188,062

　　　　　小計 971,817

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △ 20,286

業務活動によるキャッシュ・フロー 951,532

２　投資活動によるキャッシュ・フロー：

有形固定資産の取得による支出 △ 2,739,736

諸分担金等による収入 25,431

負担金による収入 7,468

一般会計からの補助金による収入 800

基金繰入による収入 600,000

前払金の増減額（△は増額） △ 90,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,196,037

３　財務活動によるキャッシュ・フロー：

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 24,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 90,033

他会計からの出資による収入 589,702

財務活動によるキャッシュ・フロー 523,669

  資金増加額（又は減少額） △ 720,836

　資金期首残高 2,069,193

　資金期末残高 1,348,357

令和８年度木津川市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）
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期 間 金 額 期 間 金 額 企 業 債
一般会計
出 資 金

基 金
繰 入 金

そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

山城浄水場更新工事
 (2,225,952)
  2,504,315

令和４年度
～

令和７年度
785,073 令和８年度 1,440,879 0 522,123 900,000 18,756

山城浄水場更新工事監理業
務委託

　　(32,615)
　　 35,750

令和４年度
～

令和７年度
23,647 令和８年度 8,968 8,968

水道メーター検針等関連業
務

  　(75,747)
  　 76,746

令和７年度 12,624
令和８年度

～
令和１０年度

63,123 63,123

水道料金システムハンディ
ターミナル更新業務

     (8,637)
  　 13,840

令和７年度 0 令和８年度 8,637 8,637

船屋浄水場活性炭ろ過機緊
急設置工事

  　(70,000)
  　 70,000

令和７年度 0 令和８年度 70,000 35,000 35,000

水道施設照明ＬＥＤ化整備
事業

  　(49,350)
  　 49,350

令和８年度
～

令和１９年度
49,350 49,350

加茂地区水道施設機器更新
第３期工事
（原浄水設備改良費）

   (203,414)
　　203,414

令和８年度
～

令和1０年度
203,414 36,800 166,614

加茂地区水道施設機器更新
第３期工事
（配水及び給水設備改良
費）

   (242,892)
　　242,892

令和８年度
～

令和1０年度
242,892 23,400 219,492

給水車購入
  　(25,000)
　　 25,000

令和８年度
～

令和９年度
25,000 12,500 12,500

合　　計
 (2,933,607)
  3,221,307

821,344 2,112,263 72,700 557,123 900,000 582,440

注：(　)内の数値は支出予定額

債務負担行為に関する調書

事　　項 限 度 額

前年度末までの
支払義務発生(見込)額

当該年度以降の
支払義務発生予定額

左の財源内訳
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（単位：千円）

１．

（１）給 水 収 益 1,192,091

（２）受 託 工 事 収 益 1

（３）他 会 計 負 担 金 1,882

（４）そ の 他 営 業 収 益 1,907 1,195,881

２．

（１）原 水 及 び 浄 水 費 743,103

（２）配 水 及 び 給 水 費 172,506

（３）総 係 費 148,969

（４）減 価 償 却 費 792,087

（５）資 産 減 耗 費 1,940

（６）そ の 他 営 業 費 用 46 1,858,651

△ 662,770

３．

（１）受 取 利 息 1

（２）下 水 道 負 担 金 51,828

（３）他 会 計 負 担 金 7,942

（４）他 会 計 補 助 金 19

（５）長 期 前 受 金 等 戻 入 497,149

（６）雑 収 益 3,510 560,449

４．

（１）支 払 利 息 20,286

（２）雑 支 出 1 20,287 540,162

△ 122,608

５．

（１）過 年 度 損 益 修 正 益 1 1

６．

（１）過 年 度 損 益 修 正 損 496 496 △ 495

△ 123,103

156,016

32,913

令和７年度　木津川市水道事業会計予定損益計算書（前年度分）

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

営   業   収   益

営   業   費   用

営　業　損　失

営  業  外  収  益

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

営  業  外  費  用

経　常　損　失

特   別   利   益

特   別   損   失

当 年 度 純 損 失

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金
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重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 

1 重要な会計方針に係る事項 

 

（１） たな卸資産の評価基準及び評価方法 

先入先出法による原価法とする。 

 

（２） 固定資産の減価償却の方法 

  ・有形固定資産 

    定額法により減価償却を行う。 

    主な耐用年数  建物      １０年～５０年 

            構築物     １０年～６０年 

            機械及び装置   ８年～２０年 

            車両運搬具    ４年～６年 

            工具・器具・備品 ４年～１５年 

   

（３） 引当金の取り崩し及び計上方法 

  ・退職給付引当金 

      水道事業会計は、毎年度、京都府市町村職員退職手当組合に対して一

定の負担金を支出しており、将来においてその負担金を超える費用は

発生しないため、引当金は計上していない。 

 

・賞与引当金・法定福利費引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当の支給とそれらに係る法定福利費の支出

に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に

属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。 

 

・貸倒引当金 

    債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能と見込まれる額を

計上している。 

 

（４） 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式により処理をしている。 
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２ 予定キャッシュ・フロー計算書に係る事項 

 

予定キャッシュ・フロー計算書の作成方法 

作成方法は、間接法により作成する。 

 

３ 予定貸借対照表等に関する事項 

 

（１） 企業債に関する事項 

 貸借対照表に計上される企業債（当該年度末日の翌日から起算して１

年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれ

る額は、３３７，４０５千円である。 

 

（２） 引当金の取崩し 

 貸倒引当金を取り崩す場合、取り崩す額を貸倒引当金から減額し、同

額を未収金から減額する見込みである。 

また、翌年度６月に賞与等引当金から１５，５７３千円を取り崩し、

賞与等を支払う見込みである。 

      

４ セグメント情報 

 

セグメントの概要 

木津川市水道事業会計では、水道事業の単一セグメントのため、記載を

省略している。 

 


